
会議議事録（要旨） 

 

会議の名称 令和４年度 第１回東広島市人権教育及び人権啓発推進審議会 

開催日時 令和４年１１月２４日（木）１４：３０～１６：１５ 

開催場所 東広島市役所３階 会議室３０３ 

出席者氏名 別紙（委員名簿） 

欠席者氏名 中本委員、市場委員、米川委員 

事務局職員氏名 

生活環境部長 中村 

人権男女共同参画課 課長 中川、課長補佐兼係長 岸、主査 森岡、主任主事 

          坂田 

会議次第 

１ 開会 

２ 議事 

議題１ 東広島市パートナーシップ宣誓制度の実施について 

議題２ 東広島市犯罪被害者等支援条例の制定について 

３ その他  

４ 閉会 

配付資料 

資料１   東広島市パートナーシップ宣誓制度始まります！ 

資料1-a   東広島市パートナーシップ宣誓制度の概要 

資料１-１ 東広島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱（案） 

資料１-２ 東広島市パートナーシップ宣誓制度に係る様式集（案） 

資料１-３ 東広島市パートナーシップ宣誓制度に係る対象者の要件について 

資料１-４ 広島県内パートナーシップ宣誓制度実施市町の要綱等比較表 

資料１-５ パートナーシップ宣誓書受領証等の提示により利用可能となる行

政サービス等（R3年度調査時） 

資料１-６ パートナーシップ宣誓書受領証等の提示により利用可能となる行

政サービス等（広島県） 

資料２    東広島市犯罪被害者等支援条例について 

資料２-１ 東広島市犯罪被害者等支援条例（案） 

資料３   令和４年度人権啓発推進事業取組状況 

資料４    インターネット差別書き込みモニタリング事業取組状況  

チラシ   「人権フェスティバル２０２２ひがしひろしま」（ご案内 ） 

参考資料  人権相談窓口・侵犯・相談の状況 

その他   東広島市人権教育及び人権啓発審議会規則、次第、委員名簿 



 

議事内容（要旨） 

事務局 ・開会 

・部長挨拶 

・出席者の確認 

・新任委員紹介（神笠委員、市場委員） 

・新任委員挨拶（神笠委員） 

・事務局新任出席者紹介 

・配付資料の確認 

・本審議会規則では「会長が議長となる」となっている。議事の進行について、門

田会長にお願いしたい。 

門田会長 

（議事進行） 

・議題１ 東広島市パートナーシップ宣誓制度の実施について、事務局から説明願

いたい。 

事務局 ・資料１、資料 1-a、資料１-１、資料１-２、資料１-３、資料１-４、資料１-５、

資料１-６説明 

門田会長 

（議事進行） 
・質問や意見などあれば伺いたい。 

門田委員 
・東広島市パートナーシップ宣誓制度の内容に、市独自のものはあるのか。 

事務局 ・近隣自治体に揃えた内容になっている。 

門田委員 ・東広島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱（案）の趣旨について、多

様性と表現しているのは、性の多様性と謳ってもよいのではないか。 

前延委員 ・性の多様性と表現した方が分かりやすい。 

門田委員 ・性の多様性と謳うことで困ることがあるか。 

事務局 ・困るという意見がなければ、検討したい。 

神笠委員 ・パートナーシップ宣誓書受領証等の提示により利用可能となる行政サービス等に

ついて、会計年度職員についてはどうか。 

事務局 
・検討中の状況です。 

神笠委員 ・県費の職員には対応していないため不公平感がある。 

事務局 ・確認してみます。ただ、広島県にはパートナーシップ宣誓制度がありません。 

前延委員 ・パートナーシップ宣誓書受領証等の提示により利用可能となる行政サービス等に

ついて、他市町のサービスも取り入れてはどうか。 

事務局 ・庁内で、他市町の行政サービスも挙げて調査します。 

門田委員 
・パートナーシップ宣誓書の様式に証人の欄はないが、当人のみで支障はないのか。 

事務局 ・調査した他市町の状況では、支障はない。 



小勝負委員 ・どのようにして市民に周知するのか。 

事務局 ・広報紙、ＳＮＳを活用して行う。 

弓場委員 ・広報は、十分してもらいたい。 

佐伯委員 ・ＬＧＢＴＱで悩んでいる子どももいると聞く。安心して生きていていいんだよと

子どもに伝わるよう啓発を進めていく必要があると思う。 

藤井委員 ・パートナーシップ宣誓書受領カードは、絵柄とかで選べるように数種類用意して

楽しさを取り入れてはどうか。 

事務局 ・ロゴマークやシンボルなど、いいと思えるものは取り入れたい。 

門田会長 

（議事進行） 

・それでは、東広島市パートナーシップ宣誓制度の実施については、本審議会の意

見を取り入れて事務局で進めていくということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

・議題２ 東広島市犯罪被害者等支援条例の制定について、事務局から説明願いた

い。 

事務局 ・資料２、資料２-１説明 

門田会長 

（議事進行） 
・質問や意見などあれば伺いたい。 

前延委員 ・見舞金は、広島県内他市町と同額か。 

事務局 ・広島県内は、同額です。調べた範囲では県外も同様です。 

藤井委員 ・見舞金だけでなく、カウンセリングの補助や紹介など当事者に寄り添うようなも

のがあってもよいのではないか。 

事務局 ・保健医療サービス関係課等と連携して、必要な支援をしていきたい。 

門田会長 ・本当に必要な支援の実施が大事と思う。 

藤井委員 ・市民にどのようにして知らせるか、どのようにして寄り添うかよく理解して進め

てほしい。 

門田会長 

（議事進行） 

・それでは、東広島市犯罪被害者等支援条例の制定については、本審議会の意見を

取り入れて事務局で進めていくということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

・それでは、４ 「その他」に入ります。（１）から（３）まで、事務局から説明

をお願いします。 

事務局 ・資料３、４、チラシ説明 

門田会長 

（議事進行） 

・質問や意見などあれば伺いたい。 

 （質問なし） 

・他に質問や意見がなければ、本審議会を終了とする。 

事務局 ・挨拶 

・閉会 

 


